
 社会福祉法人東広島市社会福祉協議会（以下「社協」という。）経理規程及び社協契約事

務取扱細則の規定に基づき、社協が発注するノートパソコン等の賃貸借に係る一般競争入札

（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格及びその資格審査に係る申請手続

などについて、次のとおり定めたので公告する。 

 

 令和元年１０月９日  

 

                    社会福祉法人東広島市社会福祉協議会 

                    会  長  髙 橋  幸 夫 

 

１ 入札に付する事項 

 (1) 業務名 

   ノートパソコン等賃貸借 

 (2) 借入物品および数量 

   ノート型パソコン   ９０台 

   マウス        ９０台 

   テンキーボード    ９０台 

   ケーブル類一式    ９０セット 

   パソコン収納用ワゴン １１台 

 (3) 借入物品の仕様書等 

   ノートパソコン等賃貸借の入札説明書及び仕様書による。 

 (4) 契約期間 

   契約締結日の翌日から令和７年１月３１日まで 

 (5) 賃貸借期間 

   令和２年２月１日から令和７年１月３１日まで 

 (6) 履行場所 

   社協本所ほか 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

 (1) 入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する入札参加

資格の制限を受けていない者であること。 

  イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていな

い者であること。 

  ウ 本業務の公告の日から入札の日まで間のいずれかの日において、東広島市の指名除

外措置を受けていない者であること。 

  エ 平成２９年１月１日から平成３２年１２月３１日までの東広島市物品役務等競争

入札参加資格を有する者で、入札参加資格認定区分の「借入れ」の認定を受けている



ものであること。 

  オ 広島県内に本店、支店、営業所等を有する者であること。 

  カ 仕様を満たした機能を有する物品を確実に設置し、及び設定できると認められる者

であること。 

  キ 本件の借入物品について、保守、点検、修理、部品の提供等のアフターサービスを

発注者の求めに応じて速やかに提供できる者であること。 

 (2) 入札に参加しようとする者は、(1)の全ての資格要件を満たすことを証明する書類（別

紙様式１）を４の入札参加資格審査の申請手続により提出し、事前に審査を受けること。

なお、入札者は、当該書類について説明を求められたときは、これに応じなければなら

ない。 

 

３ その他の入札条件 

  入札に参加する者は、当該物品を第三者をして貸し付けしようとするときは、入札参加

者及び賃貸人（リース会社等）の連名により、別紙「第三者賃貸方式による貸付能力等証

明書」を事前に提出し、当該物品を自ら貸し付ける能力を有するとともに、第三者をして

貸し付けできる能力を有することを証明すること。 

 

４ 入札参加資格審査の申請手続 

 (1) 申請方法 

   入札に参加しようとする者は、入札参加資格審査申請書（別紙様式１）に別表に掲げ

る書類を添付して、直接持参により提出するものとする。 

 (2) 申請の期間 

   申請の受付は、公告日の翌日から１０月２３日（水）まで（ただし、土曜日、日曜日

及び祝日を除く。）の午前８時３０分から午後５時までとする。 

 (3) 提出先 

   「１４ 問い合わせ先（発注担当課）」に同じ。 

 (4) 申請書の入手方法 

   申請書類は、令和元年１０月２３日（水）までに社会福祉法人東広島市社会福祉協議

会ホームページからダウンロードし、取得すること。 

 

５ 入札参加資格認定の通知 

  入札参加資格の審査結果により、入札参加資格を認定した者には、令和元年１０月  

日付けで書面により、入札参加資格認定通知書を発送する。 

 

６ 入札参加資格の喪失 

 (1) 入札資格参加者が次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができない。 

  ア ２の入札参加資格要件を満たさなくなったとき。 

  イ 入札参加資格申請書について虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。 

 (2) 会長は、前項の規定により入札参加資格者が入札に参加できなくなったときは、当該



入札参加資格者に対して、その旨を通知するものとする。 

 

７ 契約条項を示す場所 

 (1) 場所 

   社会福祉法人東広島市社会福祉協議会 総務課 

 (2) 期間 

   公告日から令和元年１０月３１日まで 

   （土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで） 

 

８ 入札説明書及び仕様書の閲覧方法等 

 (1) 入札説明書及び仕様書は、社会福祉法人東広島市社会福祉協議会ホームページに掲載

する。 

 (2) 入札参加者がパソコン環境の障害等により社会福祉法人東広島市社会福祉協議会ホ

ームページを閲覧できない場合は、入札説明書及び仕様書の閲覧期間内に、社会福祉法

人東広島市社会福祉協議会総務課に申し出れば、配布を受けることができる。ただし、

郵送による配布は行わない。 

 (3) 閲覧期間 

   公告日から令和元年１０月３１日まで 

 

９ 競争入札執行の場所及び日時 

  競争入札の日時及び場所は、次のとおりとする。 

  なお、入札書の提出は直接持参によるものとし、郵便、信書便、ファクシミリ等による

受付は行わない。 

 (1) 入札 

   日時 令和元年１０月３１日 （木）午後１時３０分 

   場所 東広島市総合福祉センター １階 社会適応訓練室 

 (2) 開札 

   入札後、直ちに同所で行う。 

 

１０ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 

 (1) 入札保証金 

  ア 入札保証金の納付 

    入札保証金の額は、見積金額の１００分の５以上に相当する入札保証金又はこれに

代わる担保を納付し、又は提供すること。ただし、次のいずれかに該当すると認めら

れる場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 

   (ｱ) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本会を被保険者とする入札

保証保険契約を締結したとき。 

   (ｲ) 競争入札に参加しようとする者が、当該入札の日の属する年度及びその前２年度

の間に当該入札に係る契約と種類を同じくし、かつ、規模を同等以上とする契約を



本会又は国若しくは地方公共団体若しくは他の社会福祉協議会と２回以上にわた

って締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が当該契約を締結しない

こととなるおそれがないと認められるとき。 

  イ 入札保証金の納付期限 

    令和元年１０月３０日 午後５時まで 

    入札保証金の免除を希望する者は、入札保証金免除申請書（別紙様式２）を納付期

限までに、発注担当課に提出すること。 

  ウ 入札保証金の還付等 

    納付された入札保証金（入札保証金に代えて提供された担保を含む。以下同じ。）

は、入札が終了したとき、又は入札を中止したときは、請求により還付するものとす

る。ただし、落札者の入札保証金は、落札者が契約を締結した後に請求により還付す

るものとする。 

  エ 落札者の入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。 

 (2) 契約保証金 

  ア 契約保証金の納付 

    契約保証金の額は、契約金額の１００分の１０以上に相当する契約保証金又はこれ

に代わる担保を納付し、又は提供すること。ただし、次のいずれかに該当すると認め

られる場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 

   (ｱ) 契約の相手方が、保険会社との間に本会を被保険者とする履行保証保険契約を締

結したとき。 

   (ｲ) 契約の相手方が、当該当該契約を締結する日の属する年度及びその前２年度の間

に当該契約と種類を同じくし、かつ、規模を同等以上とする契約を本会又は国若し

くは地方公共団体若しくは他の社会福祉協議会と２回以上にわたって締結し、これ

らをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと

認められるとき。 

   (ｳ) その他会長が正当な理由により契約保証金を納付させる必要がないと認めると

き。 

  イ 契約保証金の還付等 

    納付された契約保証金（契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。）は、

契約が履行された後、請求により還付するものとする。 

 

１１ 無効の入札に関する事項 

  次の入札は、無効とする。 

  なお、再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることが

できない。 

 (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がしたもの 

 (2) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しなかったもの 

 (3) 入札保証金が所定の額に満たないのに入札をしたもの 

 (4) 入札者が２以上の入札をしたもの 



 (5) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名押印のないもの 

 (6) 入札者が連合して入札をしたものその他入札に際して不正の行為があったもの 

 (7) 他人の代理を兼ね，又は２人以上を代理して入札したもの 

 (8) 再度の入札をした場合において，その入札が一であるもの 

 (9) 金額が訂正された入札書で入札したもの 

 (10) 上記(1)から(9)までのほか、入札に関する条件に違反したもの 

 

１２ 落札者の決定 

 (1) 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定す

る。 

 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじ

を引かせ、落札者を決定する。 

 (3) 開札には、原則として競争入札参加者又はその代理人が立ち会わなければならない。 

 (4) 開札をした場合において、落札者がない場合は再度の入札を行う。再度の入札は、直

ちに行う。 

 

１３ その他 

 (1) 入札結果等の公表 

   落札決定した日から起算して５日以内に、社会福祉法人東広島市社会福祉協議会ホー

ムページ及び総務課で公表する。 

 (2) 契約手続等において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 (3) 入札違約金 

   落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り

消すとともに、落札者は落札金額の１００分の５に相当する金額を入札違約金として本

会に納めるものとする。 

 

１４ 問い合わせ先（発注担当課） 

  〒７３９－０００３ 

  広島県東広島市西条町土与丸１１０８番地（東広島市総合福祉センター） 

  社会福祉法人東広島市社会福祉協議会 総務課（水野） 

  電話番号（０８２）４２３－２８００（直通） 

  ファクシミリ（０８２）４２３―８５２５ 

  電子メール soumu＠soyokazenet.jp 

 


